
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和５年５月１６日（火） ８：２４～８：３７ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：岸 田 文 雄 内閣総理大臣 

松 本 剛 明 国務大臣（総務大臣） 

齋 藤 健 国務大臣（法務大臣） 

林 芳 正 国務大臣（外務大臣） 

鈴 木 俊 一 国務大臣（財務大臣、内閣府特命担当大臣） 

永 岡 桂 子 国務大臣（文部科学大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（厚生労働大臣） 

野 村 哲 郎 国務大臣（農林水産大臣） 

西 村 康 稔 国務大臣（経済産業大臣、内閣府特命担当大臣） 

斉 藤 鉄 夫 国務大臣（国土交通大臣） 

西 村 明 宏 国務大臣（環境大臣、内閣府特命担当大臣） 

浜 田 靖 一 国務大臣（防衛大臣） 

松 野 博 一 国務大臣（内閣官房長官） 

河 野 太 郎 国務大臣（デジタル大臣、内閣府特命担当大臣） 

渡 辺 博 道 国務大臣（復興大臣） 

谷 公 一 国務大臣（国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣） 

小 倉 將 信 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

後 藤 茂 之 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

高 市 早 苗 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

岡 田 直 樹 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：木 原 誠 二 内閣官房副長官 

磯 﨑 仁 彦 内閣官房副長官 

栗 生 俊 一 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件      ２件 

○国会提出案件    １件 

○公布（法律）    ３件 

○政令        １件 

○人事        ３件 

いずれも、案件表のとおり、決定となった。 
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議事内容： 

○松野国務大臣：ただ今から、閣議を開催いたします。

まず、閣議案件について、木原副長官から御説明申し上げます。 

○木原内閣官房副長官：国会提出案件について、申し上げます。質問主意書に対する

答弁書について、お手元の資料のとおり、御決定をお願いいたします。

次に、法律の公布について、御決定をお願いいたします。「ＧＸ推進法」外２件が、

１２日の衆議院及び参議院本会議において、可決成立したものであります。

次に、政令について、御決定をお願いいたします。「消費生活用製品安全法施行令

の一部改正令」は、一般消費者の身体等に、特に危害を及ぼすおそれが多いとされ

る特定製品に磁石性娯楽用品及び吸水性樹脂製玩具を追加するものであります。

次に、人事案件について、申し上げます。まず、厚生労働大臣政務官本田顕子に、

第７６回世界保健総会日本政府代表を命ずること等について、御決定をお願いいた

します。

次に、裁判官人事といたしまして、兼官を免ずるもの外１件について、御決定を

お願いいたします。

次に、織田政夫外１５８名の叙位又は叙勲について、御決定をお願いいたします。

なお、元日本アイ・ビー・エム株式会社社長椎名武雄を従三位に叙するものがあり

ます。

次に、件名外案件について、申し上げます。まず、「円借款の供与に関する書簡」

をベトナムとの間で交換することについて、御決定をお願いいたします。本件は、

「公共交通インフラ改善計画」外２件に約６１０億円を限度とする円借款を供与す

ることについて、取り極めるものであります。なお、相手国政府との書簡交換まで

不公表といたしたいので、御了承をお願いいたします。

次に、「無償資金協力に係る取極の締結」について、御決定をお願いいたします。

本件は、我が国と相手国政府等との間で実質的な合意をみた無償資金協力を取りま

とめたもので、１１か国、５機関に対する計１８件、総額約２１１億円の贈与等を

行うものであります。個々の案件につきましては、先方との書簡交換までそれぞれ

不公表といたしたいので、御了承をお願いいたします。なお、締結状況は適宜取り

まとめ、別途、閣議に御報告することといたします。

○松野国務大臣：次に、外務大臣から御発言がございます。

○林国務大臣：シリアにおける地震被害、スーダン周辺国における難民・帰還民及び

大湖地域における難民等に対し、生活必需品、食料、保健、水・衛生分野などの支

援を行うため、緊急無償資金協力として、合計１，３００万ドルの緊急無償資金協

力を行うこととします。

○松野国務大臣：これをもちまして、閣議を終了いたします。

引き続き、閣僚懇談会を開催いたします。まず、高市大臣。

○高市国務大臣：５月１２日から５月１４日まで、Ｇ７仙台科学技術大臣会合を開催

しましたので御報告いたします。本会合では、ウクライナ復興支援に関してＧ７で

協調して取り組むことを確認するとともに、「信頼に基づく、オープンで発展性の
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ある研究エコシステムの実現」をメインテーマとして議論しました。オープン・サ

イエンスの拡大で協力すること、スペースデブリ対策など地球規模の課題を解決す

るために国際協力を促進することについて合意し、また、不正な知識・技術の移転

等のリスクに対し、必要な場合は低減措置を効果的に適用するために、更なる努力

が必要であることについて共通の認識を得て、共同声明を取りまとめました。今回

取りまとめた共同声明に基づき、Ｇ７各国と連携し、引き続き、科学技術・イノベ

ーション政策を推進してまいります。

○松野国務大臣：次に、財務大臣。

○鈴木国務大臣：５月１１日から１３日まで、Ｇ７新潟財務大臣・中央銀行総裁会議

を開催しました。今回の会議では、ウクライナへの支援を含む、ロシアによるウク

ライナに対する侵略戦争への対応や、金融セクターの動向、途上国の債務問題とい

った喫緊の課題、また、気候変動、国際保健、経済安全保障、金融デジタル化、国

際課税等に係る世界経済の強靱化のための取組について、幅広く議論を行いました。

加えて、新たな試みとして、Ｇ７諸国とパートナー国との対話の場を設け、新興国・

途上国の直面する課題や、持続可能で包摂的な成長のための国際協力の強化等につ

いて有意義な意見交換を行いました。また、ランチセミナーでは、所得・富の平等

や持続可能性といった多様な価値を踏まえた経済政策の在り方について議論しま

した。こうした一連の議論の結果を共同声明として取りまとめ、広島サミットにつ

ながる多くの具体的な成果に合意することができたと考えています。本年の日本議

長国下でのＧ７の成功に向けて、引き続き取り組んでまいります。

○松野国務大臣：次に、文部科学大臣。

○永岡国務大臣：５月１２日から１５日まで、Ｇ７富山・金沢教育大臣会合を開催し

ましたので御報告いたします。本会合では、Ｇ７各国間で「民主主義や自由、法の

支配や平和の礎」としての教育の普遍的価値を改めて共有しつつ、持続可能な社会

の創り手を育むこと、コロナ禍やウクライナ侵略で停滞した国際的な人的交流の促

進に向けて協働して取り組むこと、ウクライナも含め危機的な状況にある子供や学

生が質の高い教育にアクセスできるよう取り組むこと、生成ＡＩを含めた近年のデ

ジタル技術の急速な発達が教育に与える正負の影響を認識すること等に合意し、

「富山・金沢宣言」を取りまとめました。今回の会合の成果を、今月の広島サミッ

トへもつなげていくとともに、Ｇ７各国と連携し、引き続き教育を巡る諸課題への

対応に努めてまいります。

○松野国務大臣：次に、厚生労働大臣。

○加藤国務大臣：５月１３日から１４日まで、長崎県長崎市において、Ｇ７各国及び

ＥＵに加え、招待国としてインド、インドネシア及びベトナムが参加するＧ７長崎

保健大臣会合を議長として主宰し、全日程を成功裏に終了いたしました。本会合で

は、「より健康な未来に向けた協働」をテーマに、将来の健康危機の予防・備え・対

応のための国際的な協力の強化、世界全体のユニバーサル・ヘルス・カバレッジ達

成へのさらなる貢献及びこれらを下支えするためのヘルス・イノベーションの促進

について、Ｇ７としての共通の方向性を確認し、会合の結果をＧ７長崎保健大臣宣
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言として取りまとめました。また、期間中に、各国大臣とそれぞれ会談を行いまし

た。今後、国際的にも協調を図りながら、必要な政策を進めてまいります。

○松野国務大臣：ほかに御発言はございますか。

無いようですので、以上をもちまして、閣僚懇談会を終了いたします。
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令和５年 

５月 16日 

◎国会提出案件

  ○参議院議員 元清美（立憲）提出岸田文雄内閣総

理大臣の広島・長崎における外国人の原爆被害状

況の認識に関する質問に対する答弁書について

（決定）            （厚生労働省）

◎公布（法律）

1.脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進

に関する法律（決定）

  ☆ 1.配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等

に関する法律の一部を改正する法律（決定）

1.全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構

築するための健康保険法等の一部を改正する

法律（決定）

◎政 令 

○消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政

令（決定）           （経済産業省）

◎人 事 

○厚生労働大臣政務官本田顕子に第７６回世界保健

総会日本政府代表を、財務大臣政務官金子俊平外

１名にアフリカ開発銀行総務会第５８回年次会合

臨時総務代理たる日本政府代表代理等を命ずるこ

とについて（決定）

☆判事兼簡易裁判所判事 野雅之外１名の兼官を免 

じ、判事兼簡易裁判所判事北川 清外２名を願に 

依り免ずることについて（決定）

（ 火 ）閣 議 案 件  

資 料
あ り

資 料
あ り

資 料  
な し

資 料
あ り

資 料
な し
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〔 別 添 〕



   ○東京商船大学名誉教授織田政夫外１５８名の叙位 

    又は叙勲について（決定） 

 

 

〔○署名あり  ☆署名なし〕 

 

資 料  
あ り  

6



                 令和５年 

５月 16日 

 

◎一般案件 

   ○円借款の供与に関する日本国政府とベトナム社会 

    主義共和国政府との間の３の書簡の交換について 

    （決定）              （外務省） 

 〃  ○無償資金協力に係る取極の締結（令和５年度第２ 

    次取りまとめ分）等について（決定）  （同上） 

 

 

〔○署名あり  ☆署名なし〕 

 

（ 火 ）   件 名 外 案 件 

資 料  
な し  
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